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◇市報は�日・��日（�月と��月は�日・��日）、市議会だよりは�・�・�・��月の最終日曜日に発行します。新聞折り込みのほか、
市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。
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　市民による財政白書を作成した「こだいら市

民財政白書をつくる会」の方々が、市長を表敬

訪問し、白書を手渡しました。

　市長から「他市との比較などがよく検証され

ている。今後も白書を通した視点で市政運営へ

の意見を期待している」との言葉がありました。

　なお、白書は�部�千円で、市内駅周辺の書

店で販売されています。
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平成２０年度　道路環境調査結果（概要）

交通量（台）
（大型車混入率）

振動（ｄＢ）騒音（ｄＢ）昼夜
区分

（沿道調査のみ）

浮遊粒子状物質
測定濃度
（ｍｇ／�）

二酸化窒素
測定濃度
（ｐｐｍ）

調査日
（平成２０年）調査地点

測定結果測定結果
１５，８２２
（９．９％）

４７６８昼
０．０２４０．０２５

　１２月１０日
　　～１１日
（天候：晴れ）

村山街道
（中島地域センター前）

沿　

道

４４６４夜
２０，３２８
（１６．８％）

４８６９昼
０．０２７０．０２９府中街道

（ふれあい下水道館前） ４４６８夜
１５，２３４
（９．８％）

４７７１昼
０．０３２０．０２８五日市街道

（上水本町地域センター前） ４２６８夜
２０，７４２
（１８．５％）

４７７１昼
０．０３００．０２９新小金井街道

（鈴木遺跡資料館前） ４４６８夜
１１，２７４
（１２．９％）

４５６９昼
０．０３５０．０２６青梅街道

（花小金井武道館前） ４０６７夜
９，５５８
（４．９％）

５２６８昼
０．０３００．０３２たかの街道

（建設事業所前） ４６６２夜

１９，７５８
（１２．８％）５４６８０．０２１０．０２３

１２月１０日
（天候：晴れ）

八　坂

交　

差　

点

２１，７３８
（１２．９％）４８６９０．０１６０．０２９小川町

１９，０３２
（１１．１％）５０６９０．０１８０．０２９仲　町

２２，０７４
（１５．８％）５２７００．０２１０．０３３喜平橋

１９，０３２
（１１．９％）５２６９０．０１７０．０２８鈴木町

４０，８７８
（１６．２％）５５７１０．０１９０．０２６花小金井四丁目

※沿道調査地点は連続する２４時間、交差点調査地点は連続する１２時間（午前７時～午後７時）の簡易調査による。
※要請限度：市長が自動車交通による騒音、振動の軽減措置を講じるよう都道府県公安委員会へ要請する評価基準。
※二酸化窒素：環境基準（０．０４～０．０６ｐｐｍの範囲内またはそれ以下）、浮遊粒子状物質：環境基準（０．１０ｍｇ／�以下）。
※騒音…環境基準：昼７０ｄＢ、夜６５ｄＢ、要請限度：昼７５ｄＢ、夜７０ｄＢ、振動…要請限度：昼６５ｄＢ、夜６０ｄＢ。

表１　情報公開・非公開等の処理状況
（単位：件）
１９６請求件数
 ７４公　　開
１１６一部公開
  ０非 公 開
　６不 存 在
１００％公 開 率

※公開率＝（公開＋一部公開）÷（請求件数－不存在）

表３　不服申立て
情報公開請求件数区　分

０異議申立て
０審 査 請 求
０計

表２　実施機関別請求状況
件数担当課実施機関等
８
９
９
２
１４
７
１
３
４
７８
５
１
１

税 務 課
契 約 管 財 課
市 民 課
地 域 文 化 課
児 童 課
高 齢 者 福 祉 課
障 害 者 福 祉 課
ごみ減量対策課
環 境 保 全 課
ま ち づ く り 課
区画整理支援課
交 通 対 策 課
水と緑と公園課

　市　　長　

１
１
１３
１７

教 育 庶 務 課
学 務 課
指 導 課
生涯学習推進課

教育委員会

０�選挙管理委員会
０�監 査 委 員
０�農業委員会

０�
固定資産評価
審査委員会

２２�議 会
１９６計

表１　保有個人情報取扱事務件数
（平成２１年３月３１日現在）

７８４取扱事務件数
７８１基本的事項（氏名、住所、年齢など）保

有
個
人
情
報
の

　
　
　

記
録
項
目

１７５心身の状況（健康状態、病歴など）
２０８家庭状況等（家族状況など）
３３３社会生活（職業、学歴など）
４思想信条等
２０１その他

※単位は、事務（事業）件数。

表２　保有個人情報開示・非開示等の処理状況
（単位：件）
２４請求件数
 ８開　　示
 ２一部開示
 ０非 開 示
１４不 存 在
１００％開 示 率

※開示率＝（開示＋一部開示）÷（請求件数－不存在）

表４　不服申立て
保有個人情報開示請求件数区　分

０異議申立て
０審 査 請 求
０計

表３　実施機関別請求状況

件数担当課実施機関等

３
１８
２
１

収 納 課
市 民 課
下 水 道 課
まちづくり課

　 市　 長　

０�教 育 委 員 会

０�選挙管理委員会

０�監 査 委 員

０�農 業 委 員 会

０�
固定資産評価
審 査 委 員 会

０�　 議　 会　

２４計
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　小平市国民健康保険契約施設 （平成２１年５月２０日現在）

電話番号所　　在　　地施　　設　　名

０２４０（２５）３１１３楢葉町福島県楢葉町サイクリングターミナル

０２８７（７８）３３７７那須町栃木県カントリーハウスパディントン

０２８７（３２）２０２０塩原温泉栃木県会津屋

０２７９（７２）３２１０伊香保温泉群馬県いかほ秀水園

０２７９（７２）３２３２伊香保温泉群馬県金太夫

０２７９（７２）３３０６伊香保温泉群馬県ホテル松本楼

０２７９（７２）３７１１伊香保温泉群馬県ホテル銀水

０２７９（６４）２００１四万温泉群馬県湯元四萬館

０２７９（８８）００１１草津温泉群馬県ホテル一井

０２７９（８８）２３３３草津温泉群馬県ホテルスパックス草津

０２７８（７２）３０５５上牧温泉群馬県辰巳館

０２７８（５６）２０１１老神温泉群馬県朝日ホテル

０４７０（９５）２１１１安房小湊千葉県ニュー小湊ホテル　吉夢

０４７０（７６）３０１１勝浦市千葉県かんぽの宿勝浦

０４７０（９２）１２３１鴨川市千葉県かんぽの宿鴨川

０４２８（７８）９７１１青梅市東京都おくたま路

０４６０（８５）８８００箱根湯本神奈川県箱根湯本ホテル

０４６０（８５）５５０５箱根湯本神奈川県ホテル南風荘

０４６５（６８）１２５１真鶴半島神奈川県真鶴半島一望閣

０４６５（６２）３３４１湯河原温泉神奈川県元湯旅館光陽館

０４６５（６３）３１１１湯河原温泉神奈川県青巒荘（せいらんそう）

０２５（７６５）４６１１津南町新潟県ニュー・グリーンピア津南

０５５（２５３）２６１１積翠寺温泉山梨県要害

０５５（２６３）２３１１石和温泉山梨県ホテルくにたち

０５５６（４８）２６２１光源の里温泉山梨県ヘルシー美里

０５５６（４５）２２１３早川町山梨県グリーンビレッジＶＩＬＬＡ雨畑

０５５１（４５）０３１１増富ラジウム温泉郷山梨県不老閣

０５５１（３５）３０３１北杜市山梨県プチホテル甲斐白州

０５５５（８２）２３２１奥河口湖山梨県足和田ホテル

０２６（２７５）０３３８戸倉上山田長野県笹屋ホテル

０２６７（４２）５５５５軽井沢町長野県つるや旅館

０２６１（７２）７２５５白馬村長野県リゾートイン・ヴィヴァルディ

０２６９（３４）２２２１志賀高原ほたる温泉長野県志賀パレスホテル

０４６５（６２）８２２１湯河原温泉静岡県ホテル桜園

０５５７（６７）２６７１伊豆多賀温泉静岡県シーサイドいずたが

０５５７（６８）３１５１網代温泉静岡県伊豆網代温泉　松風苑

０５５（９４８）１３０１伊豆長岡温泉静岡県小松家八の坊

０９７７（２３）４２０１別府温泉大分県別府パストラル

　国民年金福祉施設 （平成２１年５月２０日現在）
電話番号所　　在　　地施　　設　　名

０４８（７６３）８１１１埼玉県春日部市春日部エミナース

０３（３４８５）１４１１東京都目黒区こまばエミナース

０４２（７５２）０２９１神奈川県相模原市さがみの

０２５（５２６）６６１１新潟県上越市上越

０７５（３３２）５８００京都府京都市西京区京都エミナース

０７３５（５２）３５３５和歌山県那智勝浦町くまのじ

０７２９（７２）３３７７大阪府柏原市サンヒル柏原

　

市
で
は
、
情
報
公
開
制
度
に

よ
り
、
市
が
保
有
し
て
い
る
情

報
（
市
政
情
報
）
を
市
民
の
皆

さ
ん
に
公
開
し
て
い
ま
す
。
こ

の
制
度
に
よ
る
平
成　

年
度
の

��

情
報
公
開
請
求
件
数
は
、
百　
��

件
で
、
請
求
に
つ
い
て
の
処
理

開
の
判
断
を
し
ま
す
。
平
成　
��

年
度
の
公
開
請
求
に
対
し
て
一

部
公
開
と
な
っ
た
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
主
な
理
由
は
市

政
情
報
内
に
個
人
情
報
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

な
お
、
非
公
開
な
ど
の
処
分
に

つ
い
て
は
、
不
服
申
立
て
が
で

き
、
決
定
に
際
し
て
、
実
施
機

関
は
事
前
に
市
の
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課
�　

（
�
�

���

�
）
�
�
�
�

状
況
は
表
�
〜

�
の
と
お
り
で

す
。
皆
さ
ん
か

ら
公
開
の
請
求

を
受
け
た
市
政

情
報
は
、
小
平

市
情
報
公
開
条

例
の
規
定
に
よ

り
、
実
施
機
関

が
公
開
・
非
公

　

市
が
保
有
す
る
皆
さ
ん
の
個

人
情
報
（
保
有
個
人
情
報
）
を

保
護
す
る
た
め
、
市
で
は
小
平

市
個
人
情
報
保
護
条
例
を
定
め

て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
基
づ
き
、
保
有

個
人
情
報
が
本
来
の
目
的
以
外

に
利
用
さ
れ
た
り
、
外
部
に
漏

れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成　

年
�

��

月　

日
現
在
の
保
有
個
人
情
報

��
を
取
り
扱
う
事
務
の
件
数
は
�

百　

件
で
、
そ
の
内
容
は
表
�

��

だ
れ
で
も
自
己

の
保
有
個
人
情

報
の
開
示
を
実

施
機
関
に
請
求

で
き
ま
す
。
平

成　

年
度
の
開

��
示
請
求
の
内
容

は
表
�
〜
�
の

と
お
り
で
す
。

非
開
示
な
ど
の

�
�
�
�
�
�
�
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平
成　

年
度
の
道
路
環
境
調

��

査
の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

（
左
表
）。

　

二
酸
化
窒
素
・
浮
遊
粒
子
状

物
質
と
も
全
地
点
で
環
境
基
準

値
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

騒
音
は
環
境
基
準
を
上
回
っ
て

い
る
地
点
が
い
く
つ
か
あ
り
ま

す
が
、
要
請
限
度
は
、
騒
音
、

振
動
と
も
に
す
べ
て
の
地
点
で

下
回
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
自
動
車
使
用
の

抑
制
と
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
保
全
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

������

�����
���

　

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ

き
、
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
状

況
を
公
表
し
ま
す
。
平
成　

年
��

　

月
�
日
か
ら
平
成　

年
�
月

��

��

　

日
ま
で
の
閲
覧
件
数
は　

件

��

��

で
し
た
。

　

閲
覧
状
況
の
詳
細
は
、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
政
資
料

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
�
階
）、
東

部
・
西
部
出
張
所
で
公
表
し
て

い
ま
す
。

問
合
せ　

市
民
課
�　

（
�
�

���

�
）
�
�
�
�

 　

�
月　

日
（
日
）
に
東
京
都

��

議
会
議
員
選
挙
（
小
平
市
選
挙

区
）
が
執
行
さ
れ
ま
す
。
小
平

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
立

候
補
予
定
者
を
対
象
に
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�

�

�

�

�

�

�

	

�
�
�
�
�
�
�
�

と　

き　

�
月
�
日
（
水
）　

午
後
�
時　

分
か
ら
（
受
付
は

��

�
時　

分
か
ら
）

��

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�
階

視
聴
覚
室

※
健
康
セ
ン
タ
ー
の
駐
車
場
は

狭
い
た
め
、
市
役
所
ま
た
は
健

康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
の
駐
車

場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

出
席
人
数　

各
候
補
者
に
つ
き

�
人
ま
で

内　

容　

▽
届
出
関
係
書
類
の

交
付
と
作
成
方
法
の
説
明

▽
選
挙
運
動
、
出
納
責
任
者
に

関
す
る
注
意
事
項
な
ど
の
説
明

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
�　

（
�
�
�
）�
�
�
�

���

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������	


� � � � �

�������	

�������	

　

市
で
は
、
小
規
模
な
事
業
を

営
む
経
営
者
の
皆
さ
ん
や
こ
れ

か
ら
市
内
で
創
業
を
目
指
し
て

い
る
方
を
支
援
し
、
産
業
を
振

興
す
る
た
め
、
市
と
契
約
し
た

金
融
機
関
か
ら
の
事
業
資
金
の

融
資
を
あ
っ
せ
ん
し
、
利
子
や

信
用
保
証
料
の
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
厳
し
い
経
営
環
境
の

な
か
、
売
上
高
や
利
益
率
が
減

少
し
て
い
る
方
を
支
援
す
る
た

め
の
緊
急
対
策
と
し
て
、
市
が

利
子
全
額
を
負
担
す
る
不
況
対

策
特
別
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
制

度
も
行
っ
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

産
業
振
興
課
�　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

　

市
で
は
、
平
成　

年
度
か
ら

��

平
成　

年
度
ま
で
の
�
年
間
、

��

家
具
転
倒
防
止
器
具
な
ど
の
助

成
を
行
い
ま
す
。

対　

象　

市
内
に
住
所
を
有

し
、
居
住
す
る
家
屋
に
家
具
転

倒
防
止
器
具
な
ど
の
設
置
を
希

望
す
る
世
帯
主

内　

容　

▽
自
宅
の
家
具
に
合

わ
せ
た
家
具
転
倒
防
止
器
具
な

ど
の
給
付（
上
限
�
万
�
千
円
）

▽
一
定
の
条
件
を
満
た
す
世
帯

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

取り付け費用助成の対象世帯

　次のいずれかに該当する世帯は、助成が受けられます。
・６５歳以上の方のみで暮らしている
・要介護認定を受けている方がいる
・身体障害者手帳の交付を受けている方がいる
・愛の手帳の交付を受けている方がいる
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる
・東京都難病医療費等助成制度による助成を受けている方がいる
・市長が、特に必要と認める世帯

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
と
長
寿
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
保
養

と
健
康
増
進
の
た
め
に
、
各
地

の
施
設
（
左
表
、　

施
設
）
と

��

契
約
し
、
宿
泊
料
金
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
福
祉
施
設

（
左
表
、
�
施
設
）
の
利
用
に

つ
い
て
も
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

�
泊
�
千
円
、（
小
学
生
以

下
は
�
千
円
）、
�
人
年
間
（
�

月
�
日
〜
翌
年
�
月　

日
）
�

��

泊
ま
で
の
助
成
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保

税
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
滞
納
が
あ
る
と
き
は
申
請

で
き
ま
せ
ん
。

申
請
方
法　

宿
泊
の
予
約
を
し

て
か
ら
、
利
用
日
の
�
日
前
ま

で
に
申
請
窓
口
へ

※
予
約
の
際
は
、
小
平
市
の
利

用
助
成
券
を
使
う
こ
と
を
必
ず

伝
え
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物　

保
険
証

※
国
保
の
方
は
、
国
保
税
を
納

め
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
（
国

保
税
納
税
通
知
書
な
ど
）
も
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
窓
口　

▽
国
保
加
入
者
…

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

▽
長
寿
医
療
制
度
加
入
者
…
保

険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

※
東
部
・
西
部
出
張
所
で
も
申

請
で
き
ま
す
が
、
利
用
助
成
券

は
、
後
日
、
送
付
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
�　

（
�
�
�
）
�

���

�
�
�
、
保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係
�　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 　

総
務
省
で
は
、
電
波
を
正
し

く
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
の
周

知
・
啓
発
活
動
お
よ
び
不
法
無

線
局
の
取
締
り
を
強
化
し
て
い

ま
す
。
電
波
は
ル
ー
ル
を
守

り
、
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

関
東
総
合
通
信
局

▽
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・

�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
��

�
��

妨
害
…
�　

（
�
�
�
�
）
�

��

�
�
�

▽
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障

害
…
�　

（
�
�
�
�
）
�
�

��

�
�

▽
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信

相
談
…
�　

（
�
�
�
�
）�
�

��

�
�

 
�
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら

ご
協
力
を

　

交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
の
被

害
に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
て
く

れ
な
い
な
ど
の
不
服
を
持
っ
て

い
る
方
の
た
め
に
、
検
察
審
査

会
が
あ
り
ま
す
。
費
用
は
無
料

で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、　

人
の

��

審
査
員
が
事
件
の
審
査
に
当
た

り
ま
す
。
審
査
員
は
、
選
挙
権

を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
か

ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
ま
す
。
選

ば
れ
た
と
き
は
、
国
民
の
代
表

と
し
て
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
合
せ　

立
川
検
察
審
査
会
事

務
局
�
�
�
�
（
�
�
�
）
�

�
�
�

（
右
表
）
へ
の
取
り
付
け
費
用

の
助
成

※
�
世
帯
�
回
限
り
で
す
。

申
込
み　

�
月
�
日
（
月
）
か

ら　

日
（
火
）
ま
で
（
土
曜
・

��
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
に
、

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

市
役
所
�
階
�
�
�
会
議
室
へ

（
先
着
順
）

※
申
請
書
な
ど
は
、
�
�
�
会

議
室
、
東
部
・
西
部
出
張
所
に

あ
り
ま
す
。

※
今
回
は
�
回
目
の
受
付
に
な

り
ま
す
。
�
回
目
の
受
付
は　
��

月
に
行
う
予
定
で
す
。

問
合
せ　

小
平
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
�　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�

 　

就
職
活
動
の
進
め
方
の
ア
ド

バ
イ
ス
も
行
い
ま
す
。

と　

き　

�
月　

日
（
金
）　

��

午
後
�
時
〜
�
時　

分
��

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

費　

用　

無
料

対　

象　

お
お
む
ね　

歳
以
下

��

の
方

定　

員　
　

人
��

内　

容　

な
り
た
い
自
分
が
明

日
を
創
る　

自
分
と
向
き
あ
う

ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド

※
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
求
職
申
込

み
を
さ
れ
て
い
る
方
は
、
求
職

活
動
の
証
明
と
し
て
、
受
給
資

格
者
証
に
証
明
印
を
押
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

主　

催　

独
立
行
政
法
人
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
東
京
セ
ン

タ
ー
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立
川
、

小
平
市

問
合
せ　

独
立
行
政
法
人
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
東
京
セ
ン

タ
ー
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
コ
ー

ナ
ー
�　

（
�
�
�
�
）
�
�

��

�
�
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立
川
職

業
相
談
第
一
部
門
�
�
�
�

（
�
�
�
）�
�
�
�
、
産
業
振

興
課
�　

（
�
�
�
）�
�
�
�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

合
東
京
支
部
・
�
橋　

（
�
�

���

�
）
�
�
�
�

�
北
野
中
バ
ザ
ー
ル　

�
月　
��

日
（
日
）
午
前　

時
〜
午
後
�

��

時
。
北
野
中
集
会
所
（
東
京
街

道
沿
い
）。
さ
つ
き
の
展
示
、

地
元
野
菜
、
手
工
芸
品
、
衣
類

ほ
か
。
�
川
里
�
�
�
（
�
�

�
）
�
�
�
�

�
第　

回
小
平
将
棋
名
人
戦
大

２１

会　

�
月
�
日
（
日
）
午
前
�

時
受
付
、　

時
開
始
。
福
祉
会

��

館
。
会
費
�
千
�
百
円
（
昼
食

付
）。
階
級
…
Ａ（
三
段
以
上
）、

Ｂ
（
初
・
二
段
）、
Ｃ
（
�
級
以

下
）。
各
級
�
位
ま
で
賞
品
あ

り
。
三
勝
賞
あ
り
。
�
楽
将

会
・
白
井　

（
�
�
�
）
�
�

���

�
�

�
さ
わ
や
か
バ
ザ
ー　

�
月
�

日
（
日
）
午
前　

時
〜
午
後
�

��

時
。
福
祉
会
館
。
古
着
、
雑

貨
、
手
作
り
品
、
花
。
新
品
同

様
の
物
品
提
供
も
募
集
。
�
さ

わ
や
か
バ
ザ
ー
実
行
委
員
会
・

稲
田　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���

�
歌
う
会
紫
音　

第　

回
コ
ン

１１

サ
ー
ト　

�
月
�
日
（
日
）
午

後
�
時
開
演
。
ル
ネ
こ
だ
い
ら

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
。
無

料
。
歌
曲
、
カ
ン
ツ
ォ
ー
ネ
、

シ
ャ
ン
ソ
ン
ほ
か
。
ゲ
ス
ト
…

大
槻
秀
元
氏
。
�
藤
野　

（
�

���

�
�
）
�
�
�
�

�
ゴ
ル
フ
初
心
者
講
習
会　

ゴ

ル
フ
の
基
本
を
学
ぶ
。
初
回
�

月　

日
、
以
降
第
�
・
�
金
曜

��
日
午
後
�
時　

分
〜
�
時
。
上

��

宿
公
民
館
。
�
回
�
百
円
。
�

健
康
ゴ
ル
フ
の
会
・
青
山　

（
�

���

�
�
）
�
�
�
�

 
★
日
本
将
棋
連
盟
小
平
支
部　

将
棋
道
場
。
第
�
日
曜
日
…
小

川
西
町
地
域
セ
ン
タ
ー
、
第
�

日
曜
日
…
鈴
木
地
域
セ
ン
タ

ー
、
第
�
日
曜
日
…
学
園
西
町

地
域
セ
ン
タ
ー
、
午
後
�
時
〜

�
時
、
年
会
費
�
千
円
。
�
村

上
�
�
�（
�
�
�
）�
�
�
�

★
中
国
健
康
体
操　

い
き
い
き

健
康
作
り
同
好
会　

ス
ト
レ
ッ

チ
、
練
功
十
八
法
（
前
段
、
後

段
、
益
気
功
）。
月
曜
〜
日
曜

日
午
前
�
時
か
ら
約　

分
間
。

��

御
幸
地
域
セ
ン
タ
ー
公
園
。
入

会
金
�
千
円
、
年
会
費
�
千

円
。
�
蓑
�　

（
�
�
�
）
�

���

�
�
�

★
中
国
水
墨
画　

竜
の
会　

第

�
・
�
木
曜
日
午
後
�
時
〜
�

時
。
中
央
公
民
館
ま
た
は
福
祉

会
館
。
月
会
費
�
千
円
（
教
材

費
別
）。
初
心
者
。
�
辻
本　
���

（
�
�
�
）
�
�
�
�

★
花
小
金
井
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト

の
会　

第
�
・
�
金
曜
日
午
前

�
時　

分
〜
正
午
。
花
小
金
井

��

南
公
民
館
。
月
会
費
�
千
円

（
材
料
費
別
）。
�
畠
田
�
�

�
（
�
�
�
）
�
�
�
�

★
桐
壺　

源
氏
物
語
を
読
み
、

解
説
を
聞
く
。
第
�
・
�
火
曜

日
午
前
�
時　

分
〜
正
午
。
上

��

水
南
公
民
館
。月
会
費
�
千
円
。

�
尾
崎　

（
�
�
�
）�
�
�
�

���

★
よ
さ
こ
い　

舞
華　

原
宿
元

気
祭
ス
ー
パ
ー
よ
さ
こ
い
�
�

�
�
で
踊
ろ
う
。
月
�
回
木

曜
・
土
曜
日
。
小
平
元
気
村
お

が
わ
東
ほ
か
。
登
録
費
�
百

円
、
年
会
費
中
学
生
以
上
�
千

円
・
小
学
生
以
下
�
千
円
。
�

石
井　

（
�
�
�
）
�
�
�
�

���

（
夜
間
）

★
カ
ラ
オ
ケ　

エ
コ
ー
ル　

第

�
〜
�
日
曜
日
午
前
�
時　

分
��

〜
正
午
。
中
央
公
民
館
ま
た
は

上
水
南
公
民
館
。
月
会
費
�
千

円
（
教
材
費
別
）。
シ
ャ
ン
ソ

ン
、
カ
ン
ツ
ォ
ー
ネ
、
ポ
ッ
プ

ス
ほ
か
。
�
牟
田
�
�
�
（
�

�
�
�
）
�
�
�
�

★
実
用
習
字　

花
北
実
用
書
道

会　

第
�
・
�
水
曜
日
午
後
�

時　

分
〜
�
時　

分
。
花
小
金

��

��

井
北
公
民
館
。月
会
費
�
千
円
。

�
清
水
�
�
�
（
�
�
�
）
�

�
�
�

�
講
演
会
と
コ
ン
サ
ー
ト
ド
ラ

マ　

�
月　

日
（
金
）
午
後
�

��

時　

分
開
演
。
ル
ネ
こ
だ
い
ら

��
中
ホ
ー
ル
。
一
般
�
千
円
、
障

が
い
者
・
高
校
生
以
下
�
千
円
。

講
演
…
改
憲
の
動
き
と
メ
デ
ィ

ア
、
コ
ン
サ
ー
ト
ド
ラ
マ
…
ピ

ア
ノ
の
は
な
し
。
�
九
条
の

会
・
小
平
事
務
局　

（
�
�
�
）

���

�
�
�
�

�
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー　

�

月　

日
（
土
）
午
前　

時
〜
午

��

��

後
�
時
。
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
体
育

文
化
セ
ン
タ
ー
。
売
上
げ
は
小

平
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
寄

付
。
�
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
労
働
組

� ��������������������������������
掲
載
希
望
団
体
は
秘
書
広

報
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

秘
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事業資金の融資あっせん制度（概要）
不況対策特別資金小口事業資金、小口零細企業資金

対 象

運転資金、設備資金、運転・設備併用資
金（既存の融資の借り換えは対象外）

運転資金、設備資金、創業資金、
緊急運転資金資 金 使 途

３００万円運転資金７００万円、設備資金・創業資
金１，０００万円、緊急運転資金３００万円融 資 限 度 額

３年以内（据置期間６か月以
内）

運転資金５年以内、設備資金・創業
資金７年以内、緊急運転資金３年以
内（いずれも据置期間６か月以内）

融 資 期 間

０％（利子の全額を市が負担）全部保証利率０．９８％、責任共有利
率１．０８％年 利

元金均等月賦償還または一括償還（６か月以内）返 済 方 法
東京信用保証協会の信用保証が必要信 用 保 証

信用保証料の１／２を市が補助信用保証料の金額に応じて市が補助信用保証料補助

●経済産業省の定める中小企業信用保険法第２条第４項（セ
ーフティネット保証）第５号の（イ）もしくは（ハ）の認定に該
当する（不況対策特別資金融資のみの要件）
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法人の場合
居住要件…市内に主たる事務
所を有し、かつ代表者が都内
の同一市区町村に１年以上継
続して居住
営業年数…市内または隣接市
で継続して１年以上営業
従業員数…商業・サービス業
は常勤者１０人以下（小口零細
企業資金は５人以下）。その
他の業種は２０人以下
納税義務…法人市民税が課税
されていること
代表者に市民税が課税されて
いること
法人、代表者ともに納期の経
過した当該年度以前の市税を
完納していること
保証人…代表者のみ

個人の場合
居住要件…市内に１年以上
継続して居住

営業年数…市内または隣接
市で継続して１年以上営業
従業員数…商業・サービス
業は常勤者１０人以下（小口
零細企業資金は５人以下）。
その他の業種は２０人以下
納税義務…市民税が課税さ
れていること
納期の経過した当該年度以
前の市税を完納しているこ
と

保証人…原則不要

（イ）の場合…指定業種に
属する事業を行ってお
り、最近３か月間の平均
売上高などの減少率が前
年同期比３％以上の中小
企業者

（ハ）の場合…指定業種に属する
事業を行っており、最近３か月
間（算出困難な場合は直近決算
期）の平均売上総利益率または
平均営業利益率の減少率が前年
同期比３％以上の中小企業者


